
東京都市計画地区計画の変更（世田谷区決定） 

都市計画田直地区地区計画を次のように変更する。 

（理由） 

本地区は、土地区画整理事業の施行を契機に、事業効果の維持増進と緑豊かで潤いのある良質な住宅市街地の形成を目標とした地区計画である。平成２６年

に事業化された東京都市計画都市高速道路外郭環状線の事業に伴い、道路ネットワークの形成や合理的な土地利用などの街づくりを進めるため、外環道東

名ジャンクション周辺地区地区計画を策定することから、当該地区計画の区域に含まれる田直地区地区計画の廃止の変更をするものである。 

参考 旧計画書 

名   称 田直地区地区計画 

位   置 ※ 世田谷区大蔵五丁目地内 

面   積 ※ 約 １．８ｈａ 

地区計画の目標  当地区は、区西南を流れる野川北側に位置しており、区内有数の緑をもつ国分寺崖線に含まれている。地区
周辺は既に開発行為等により低層住宅地が形成されている。 
近年、組合による土地区画整理事業が行われ今後の発展が期待されるところであり、事業効果の維持増進を

図り、緑豊かで潤いのある良好な住宅市街地の形成をめざす。 
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土地利用の方針 風致地区として、積極的に緑豊かな環境を生み出すと共に、合理的かつ健全な土地利用を誘導し周辺地域と
調和の取れた中低層住宅地としての街並の形成を図る。 

建築物等の整備の方針 景観を考慮しつつ良好な居住環境の形成を図るため、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位
置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限を定めるとともに、敷地規模に応じた容積率の最高限度、建築物等
の高さの最高限度を定める。 
緑豊かで潤いのある街並空間を形成するため道路沿いを緑化し、垣又はさく等を設ける場合にはその構造の

制限を定める。 
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容積率の最高限度 １２／１０ 
ただし、建築物の敷地面積が２００㎡以上の場合はこの限りでない。 

建ぺい率の最高限度 ４／１０ 

ただし、次の各号の一に該当する場合は、各号の掲げる数値とする。 

１．東京都風致地区条例（昭和４５年東京都条例第３６号。以下「風致地区条例」という。）に基づき
許可（風致地区条例第３条第１項に基づく建築物の建築に係る許可（風致地区条例第５条第１項第５
号ただし書の規定に該当するものに限る。）をいい、風致地区条例第３条第３項の規定に基づく協議
を含む。以下同じ。）を受けた敷地にあっては、 

５／１０。 
２． 街区の角にある敷地又はこれに準じる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物の敷地
で、風致地区条例に基づき許可を受けた建築物の敷地は、 
６／１０。 

敷地面積の最低限度 １００㎡ 



  壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）までの距離は、道路境界線から２ｍ以上、そ
の他の境界線から１．５ｍ以上とする。 
ただし、風致地区条例に基づく許可を受けたもので、以下に掲げる場合はこの限りでない。 

１．道路境界線からの壁面の位置は、その敷地の奥行きが２０ｍ未満の場合については、奥行きの１／１０以上
後退したもの。 

２．その他の境界線からの壁面の位置は、１ｍ以上後退したもの。 
   建築物等の高さの最高限

度 
１０ｍ 
ただし、敷地面積が２００㎡以上の場合はこの限りでない。 

  建築物等の形態又は意匠
の制限 

建築物等の意匠及び色彩は、周辺の環境と調和したものとする。 
道路沿いの壁面後退による空地部分は緑化する。 

  垣又はさくの構造の制限 道路に面する部分に垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑化したものとする。 

※は知事協議事項 
「区域は、計画図表示のとおり」  

理由：敷地が細分化されることによる、日照、通風、防災などの環境悪化の防止、及び地区の良好な居住環境の形成を目的として敷地面積の最
低限度を定めるため、当該地区計画を変更する。 


